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   第１第１第１第１    地震の時間差発生による災害の拡大防止地震の時間差発生による災害の拡大防止地震の時間差発生による災害の拡大防止地震の時間差発生による災害の拡大防止    １ 過去に南海トラフ沿いで発生した大規模地震を見ると、数時間から数日、あるいは約２年間の間隔をおいて発生している場合も見受けられる。また、東日本大震災においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が発生し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の地震が時間差で発生する可能性があることを考慮し、応急活動、避難者保護、復旧活動における注意喚起等の対策の検討が必要である。 ２ 気象庁が、①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の情報を発表した場合においては、時間差を置いた複数の地震発生等に備えて、災害応急対策を実施する。  第２第２第２第２    南海トラフ地震臨時情報の発表南海トラフ地震臨時情報の発表南海トラフ地震臨時情報の発表南海トラフ地震臨時情報の発表        １１１１    臨時情報について臨時情報について臨時情報について臨時情報について    南海トラフ巨大地震の想定震源域及びその周辺で速報的に解析されたマグニチュード６．８程度の地震が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規模地震発生との関連性について調査を開始する、「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表される。    これらの地震又は現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評価された南海トラフ地震を、以下「後発地震」と称する。なお、後発地震発生の可能性は最初の地震発生直後ほど高く、時間とともに減少する。     ２２２２    後発地震について後発地震について後発地震について後発地震について     世界の事例では、マグニチュード８．０以上の地震発生後に隣接領域で１週間以内に同クラス以上の地震が発生する頻度は十数回に１回とされている。また、マグニチュード７．０以上の地震発生後に同じ領域で１週間以内にマグニチュード８．０クラス以上の地震が発生する頻度は数百回に１回程度とされている。 

過去に南海トラフ沿いで発生した大規模地震を見ると、数時間から数日、あるいは約２年間の間隔をおいて発生している場合も見受けられる。また、東日本大震災においても本震の約１ヶ月後にマグニチュード７．２の余震が発生し、復旧を遅らせたという事実もある。このように複数の地震が時間差で発生する可能性があることを考慮し、応急活動、避難者保護、復旧活動における注意喚起等の対策の検討が必要である。 
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     ３３３３    南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置された「南海トラフ沿いの南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置された「南海トラフ沿いの南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置された「南海トラフ沿いの南海トラフ地震臨時情報（調査中）発表後、気象庁に設置された「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、地震に関する評価検討会」における評価を踏まえ、以下の情報が発表される。以下の情報が発表される。以下の情報が発表される。以下の情報が発表される。     （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）     南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード８．０以上の地震が発生したと評価が出された場合、後発地震の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す。 （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）  ①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く）が発生もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測されたと評価が出された場合、後発地震の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている旨を示す。 （３）南海トラフ地震臨時情報（調査終了）     上記２つの臨時情報のいずれの発表条件も満たさなかった場合、その旨を示す。     ４４４４    臨時情報の発表に対する警戒等措置臨時情報の発表に対する警戒等措置臨時情報の発表に対する警戒等措置臨時情報の発表に対する警戒等措置     （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）     対象とする後発地震に対して、後発地震発生の可能性と社会的な受忍の限度を踏まえ、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０以上の地震の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、警戒する措置をとる。     また、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるマグニチュード８．０以上の地震の発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は原則解除するものとし、さらに１週間（対象地震発生から３３６時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、注意する措置をとる。なお、それを経過した後は、後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとする。  （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）     対象とする後発地震に対して、後発地震発生の可能性を踏まえ、①南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界でマグニチュード７．０以上８．０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度までの範囲で、マグニチュード７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地域は除く）の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）もしくは、②南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収まってから、通常と異なる変化が観測されていた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの間、注意する措置をとるものとする。なお、それを経過した後は、後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとする。 



地震編 第５章 広域災害（南海トラフ巨大地震等）対策計画 

  （３）後発地震に対して警戒・注意する措置等の例 県は、明らかに被災するリスクが高い事項について回避する防災対応をとり、県全体としては後発地震に備えつつ通常の社会活動をできるだけ維持することに留意する。     ①日頃からの地震の備えの再確認      ａ．家具等の固定        ただし、地震の規模によっては家具等の固定をしていても転倒するおそれがあり、固定が必ずしも万能でないことに留意する。      ｂ．避難場所・避難経路の確認      ｃ．家族等との安否確認手段の取り決め      ｄ．家庭等における備蓄の確認     ②行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認及び施設・設備等の点検  （４）必要な体制の確保     南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）及び南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、その程度に応じて災害対策本部等を設置するなど、必要な体制を確保するものとする。     ５５５５    必要な情報の伝達・周知等必要な情報の伝達・周知等必要な情報の伝達・周知等必要な情報の伝達・周知等     （１）県及び市町村等は、次の内容等を正確かつ迅速に防災関係機関等及び県民に伝達する。     ①南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容     ②国からの指示、国民に対する周知及び呼びかけの内容  （２）県及び市町村等は、人命救助・被災地への物資支援等に取り組むため、交通、物流等をはじめとする企業に対して、あらかじめ定めた計画に基づいて企業活動にあたるよう周知する。  （３）県及び市町村等は、後発地震に対する警戒及び注意する措置の実施に当たり、相互に情報共有を図るとともに、密接な連携をとりながら、実態に即応した効果的な措置を講ずることに努める。  第３第３第３第３    南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策に係る措置に関する事項措置に関する事項措置に関する事項措置に関する事項        １１１１    南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等    県は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表した場合、必要に応じて担当職員の緊急参集、情報の収集及び共有、地域住民等に密接に関係のある事項に関する通知、その他必要な措置を行うものとする。 なお、その情報伝達の経路、体制及び方法については、「第７節 地震発生時の応急
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 対策等」により定めるものとする。  第４第４第４第４    南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等等等等が発表された場合における災害応急対が発表された場合における災害応急対が発表された場合における災害応急対が発表された場合における災害応急対策に係る措置に関する事項策に係る措置に関する事項策に係る措置に関する事項策に係る措置に関する事項        １１１１    南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等等等等の伝達の伝達の伝達の伝達     （１）県や市町村、関係機関及び県民等における情報伝達の経路、体制及び方法については、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じて確実に情報が伝達されるよう留意する。伝達の手段は可能な限り多重化・多様化に努めるものとし、短い時間内において正確かつ広範に伝達を行うよう留意する。また、必要に応じて地域の自主防災組織や公共的団体等の協力を得るものとする。 （２）県民に対して情報伝達を行う際には、具体的にとるべき行動をあわせて示すこと等に配慮するものとする。なお、外国人等特に配慮を要する者に対する情報伝達については、多言語・やさしい日本語等を用いた様々な周知手段を活用するよう努める。  （３）県は、状況の変化等に応じて必要な情報を逐次伝達するために必要な措置を講じるとともに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して行うよう努める。  （４）周知については、冷静な対応を行うよう呼びかけるとともに、交通及びライフラインに関する情報や生活関連情報など、県民に密接に関係のある事項について周知する。また、県民からの問合せに対応できるよう、窓口等の体制を整備する。     ２２２２    南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等等等等が発表された後の災害応急対策の実施が発表された後の災害応急対策の実施が発表された後の災害応急対策の実施が発表された後の災害応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝達等状況等に関する情報の収集・伝達等状況等に関する情報の収集・伝達等状況等に関する情報の収集・伝達等        県は、災害応急対策の実施状況や諸般の状況を具体的に把握するため、各種情報の収集体制を整備する。また、これらの情報が正確かつ迅速に災害対策本部等に集約するために必要な措置をとる。  


